
O rlT人づくり計画」を
実施する。（学校の高速・’
超高速インターネットの推
進、コンテンツ制作・流通
の促進、教員のIT指導力
の向上、国民の情報リテラ
シー向上、IT職業能力開
発、専門的lT人材育成
等）

総務省

●

・平成14年度は7億円の予算で152件を採択
し、研修を実施中である。

・平成14年度は、152件の研修事業が
実施中であり、今年度内に約6，800人
のIT分野の専門的な人材が青成される見
込み。

e－J a p a n重点計画20
02において、2005年
度までに約1万2000人
のIT分野の技術者を育成
することとしており、この
目標を達成するため、引き
続き積極的に取り組んでい
く．

・平成15年度予算において
は、引き続きIT分野の専門的
な人材の育成を支援するととも
に、ITビジネスモデル指定に
係る情報通信人材研修事業の助
成金の上限を1，000万円に
引き上げた（通常の上限は50
0万円、平成15年度予算額
4．98億円）。
・平成16年度以降も専門的な
人材の育成を積極的に支援して
いく。

（高度IT人材育成センター開設
支援事業、平成14年度補正予
算6億円）

ハ．規制改革
情報システムに係る政府調
達制度の見直し（ソフト
ウェア開発プロセス改善・
評価指標の導入等）を図
る。

総務省
経済産業省
財務省
関係府省

r情報システムに係る政府調達制度の見直しについ
て」（14年3月29日、14年4月22日改定情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承）において、総合
評価落札方式における加算方式の導入、低入札価格
調査制度の活用の促進、入札結果等に係る情報の公
表などの措置を、各府省において講ずることとし
た。また、外部人材の積極的活用など、調達側の体
制強化やソフトウェア開発プロセス改善・評価指標
の導入については、15年3月に情報システムに係る
政府調達府省連絡会議を開催し、措置内容について
決定する予定。

措置後、各省において加算方式の導入、低
入札価格調査制度の活用、情報の公表が着
実に進んでいるところ。

の取扱、損害賠
償の上限設定など適切な契
約の在り方については、実
現に向け、詳細に検討を引
き続き行う必要がある。

適切な契約の在り方等につい
ては、引き続き情報システムに
係る政府調達府省連絡会議にお
いて検討を進める。

○行政手続のオンライン化
に伴う関係法律の整備のた
め、法案を提出する。

総務省
関係府省

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る法律案」及びr行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律案」を国会に提出し、平成14年12月
6日に成立、15年2月3日施行。

本法律の施行により、行政手続のオンライ
ン化が促進され、行政手続における国民の
利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化
に寄与。



○キャリアアップのためl三一
総務省 ・情報通信分野の専門的な知識及び技能を有する人 ・平成 1 4 年度は、 1 5 2 件の研修事業が e－J a p a n 重点計画 2 0 ・平成 1 5 年度予算において

材を育成する情報通信人材研修事業支援制度 （平成 実施中であり、今年度内に約 6 ，8 0 0 人 0 2 において、2 0 0 5 年 は、引き続き I T 分野の専門的

l T 分野の専門的人材の育 1 3 年度本予算0 ． 5億円、平成 1 3 年度補正予算 の I T 分野の専門的な人材が育成される見 度までに約 1万2 0 0 0 人 な人材の育成を支援するととも
成を図る。 0 ． 5億円）により、 2 5 件の研修事業が採択され 込み。 の I T 分野の技術者を育成 に、 I T ビジネスモデル指定に

た。
また、平成 1 4 年度は7億円の予算で 1 5 2 件を

することとしており、この 係る情報通信人材研修事業の助
目標を達成するため、引き 成金の上限を 1 ，0 0 0 万円に

採択し、研修を実施中である。 続き積極的に取り組んでい 引き上げた （通常の上限は5 0
・平成 1 3 年度本予算及び補正予算により、2 5 件

の研修を採択実施し、約 1， 3 0 0 人を対象に研修
を実施した。

く。 0 万円、平成 1 5 年度予算額
4． 9 8 億円）。

・平成 1 6 年度以降も専門的な
人材の育成を積極的に支援して
いく。

（高度 I T 人材育成センター開設
支援事業、平成 1 4 年度補正予
算 6億円）

O 「l T 人づくり計画」を
総務省 ・高齢者 ・障害者等誰もが容易に I T を利用できる ・整備されたセンター施設では、高齢者 ・ ・高齢者 ・障害者の I T 利 バリアフリー型の IT利用拠点の

バリアフリー型の I T 利用拠点の整備として、 3件 障害者が廿機器を利用し、ホームページの 用を進め、 I T を活用した 整備について、引き続き15年度

実施する。 （学校の高速 ・ （岡山県岡山市、神奈川県二宮町、宮城県矢本町） 作成や会議資料の電子化、文書の点字変換 就労、自立や社会参加を－ 以降も事業を実施するととも
超高速インターネット接続 の補助金交付決定を実施した。平成 1 4 年度末まで 等の仕事に従事しており、高齢者 ・障害者 層促進するために、引き続 に、関連機関誌等を活用し、事

の推進、コンテンツの制 に、全国 7 ヶ所において、地域における廿利用拠点 の能力を活用した就業機会の拡大、ITを利 き本施策を継続するととも 業の周知 ・広報を実施する予
作 ・流通の促進、教員の l の整備を実施。なお、平成 1 4 年 6 月に、施策の名 用した自立が促進されている。 に、国民の理解を深め、意 定。

（予算施策名） l T 生きがい・T 指導力の向上、国民の情 称を従来の 「情報バリアフリー・テレワークセン ’ 誰の向上のための周知 ・広
報リテラシー向上、 I T 職 タ一施設整備事業」から r l T 生きがい ・ふれあい 報等の充実を図ることが課 ふれあい支援センター施設整備
業能力の開発、専門的 I T
人材育成等）

支援センター施設整備事業」に変更。 題となっている。 事業
（政府予算案）1．43億円
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A ． 産 業 競 争 力 一‾

の 強 化

関 係

府 省 等
対応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か ら の 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

○今後の経済社会の構造変化

財務省・総
務省・税制
調査会

・税制改革については、昨年6月に政府税制調査 ①第156回国会において平成15年度
等に対応した望ましい税制の 会においてrあるべき税制の構築に向けた基本方 税制改正法案の年度内成立を図る。法
構築に向けて、政府税制調査 針jが取りまとめられるとともに、税制改革の基本を 案の成立・施行にあたっては、新しい制
会において、今後とも引き続 含むr基本方針2002」が閣議決定された。さらに、 度が国民に利用されるよう政府広報等
き、所得、消費、資産等の適 それらも踏まえ、平成15年度税制改正で広勧こわ の手段により情報提供を行う。
切な課税ペースの選択、でき
るだけ広い課税ペースの確保
等、幅広い観点から検討を行
う。とりわけ貯蓄・消費行
動、投資・起業行動、労働供
給・就業形態に対する誘因を
十分に考慮して、個人、企業
の経済行動に対して中立的な
税制の構築に取り組む。

たる各税にわたる改正を行うこととしている。 ②・③「基本方針20 02」やrあるべき税
制の構築に向けた基本方針」を踏まえ、
更なる検討を行う。

口 ．歳 出 改 革

○行政手続のオンライン化 総務省 「行政手続等における情報通信の技術の利用に開す 本法律の施行により、行政手続のオンライ
に伴う関係法律の整備のた 関係府省 る法律案」及び 「行政手続等における情報通信の技 ン化が促進され、行政手続における国良の
め、法案を提出する。 術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律案」を国会に提出し、平成14年12月
6日に成立、15年2月3日施行。

利便性の向上や行政運営の簡素化 ・効率化
に寄与。
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●　　　　　　　　　　　●
有価証券報告書における 金融庁 （rリスク情報」開示） （「リスク情報」開示）
「リスク情報」開示や上場 平成14年12月16日の金融審議会第－ 平成15年3月未までに、内閣府令

企業の四半期開示など、各 部会報告 「証券市場の改革促進」を について所要の改正を行い、15
種ディスクロージャーを充 踏まえ、ディスクロージャーの充 年4月1日周始事業年度から適用
実する。 実 ・強化の観点から、有価証券報告

書等において 「ガバナンス関連情
報」、 rリスク情報」、 「経営者に

よる財務 ・経営成績の分析 （叩D ＆

A ：M anagem entrs D iscussion and

A nalysis）」の項目をそれぞれ新設
し、これらの情報を一括して記載す
ることとしている。

予定 （なお、15年4月1日から提
出される有価証券報告書等への
前側記載を可能とする。）。

有価証券報告書における 金融庁 （四半期開示） （四半期開示） （四半期開示） （四半期開示）
「リスク情報」開示や上場 各証券取引所等においては、上場企 四半期開示に向けた 「四半期財務 ・業 各証券取引所等が合同で 「四半

企業の四半期開示など、各 業等に対し、 取り組みにかかるス 績情報」の開示の 期財務情報の作成及び開示に関
種ディスクロージャーを充 （D 15年4月以降に開始する事業年度か ケジュールを明示し 義務化にあたって する検討委員会」を設置し、四
実する。 ら 「四半期業績の概況」の開示を義 たことにより、四半 は、開示内容の最 半期財務諸表の実務要領等につ

務付ける、 期開示の必要性及び 低隈の比較可能 いて検討中であり、15年7月を目
②16年4月以降に開始する事業年度を 緊急性についての認 性、正確性が担保 途に取りまとめる予定。

検討委員会において作成された
目標に 「四半期財務 ・業績情報」の 織が浸透。 される実務要領の
開示を義務付ける、 左記①については、 作成が喫緊の課
ことを内容とする 「四半期財務情報 本年2月に各証券取 題。 実務要領をもとに、全ての上場
の開示に関するアクション・プログ 引所等において規則 企業等に対し、16年4月以降に開
ラム」を14年7月までに公表。 改正を実施。 始する事業年度を目標に 「四半

期財務 ・業績情報」の開示を義
務付ける規則改正を実施する予
定。

・市場の安定性 ・効率性を 金融庁 ・平成14年12月16日の金融審議会第 平成15年3月未までに、証券取引
向上させるため、適格機関 一部会報告 「証券市場の改革促進」 法施行令等について所要の改正
投資家の範囲拡大により、
私募債市場を整備等の施策
を講ずる。

を踏まえ、企業による事業資金調達

の円滑化の観点から、適格機関投資
家の範囲の拡大、エクイティ関連商
品に係る適格機関投資家私募 （プロ
私募）の適用等の私募制度の見直し
を行うこととしている。

を行い、15年4月1日施行予定。

政策目標A・金融庁・改革加速のための総合対応策 Page2



A ．産 業 競 争 力

の 強 化

関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 こ れ か ら の 取 り組 み

ハ ． 規 制 改 革

・市場の安定性 ・効率性を 金融庁 ・平成14年12月16日の金融審議会第 平成15年3月末までに、証券取引
向上させるため、適格機関 一部会報告 「証券市場の改革促進」 法施行令等について所要の改正
投資家の範囲拡大により、
私募債市場を整備等の施策
を講ずる。

を踏まえ、企業による事業資金調達
の円滑化の観点から、適格機関投資
家の範囲の拡大、エクイティ関連商
品に係る適格機関投資家私募 （プロ
私募）の適用等の私募制度の見直し
を行うこととしている。

を行い、15年4月1日施行予定。

二 ． 金 融 シス テ ム改 革

・市場の公正性 ・透明性を 金融庁 ・平成14年12月17日の金融審議会公 ① ②第1 5 6 国会において、公
確保するため、公認会計士 認会計士制度部会報告 「公認会計士 認会計士法の一部を改正する法
制度の在り方の見直し （人 監査制度の充実 ・強化」を踏まえ、 律案の成立を図るとともに、新
数の拡大と質の向上等）な 公認会計士監査制度の充実・強化を 制度を実施していくために必要
どにより、会計 ・監査の充 図るための公認会計士等の独立性の な政令、内閣府令及び体制を整
実 ・強化を図る。 強化や公認会計士試験制度の見直し

などを中心とする公認会計士法の一
部を改正する法律案を今次国会に提
出する。

・（公認会計士監査制度の充実・強
化を図るための公認会計士等の独立
性の強化や公認会計士試験制度の見
直しなどを中心とする）公認会計士
法の一部を改正する法律案を第156国
会に提出済 （3月14日）。

備する。（参新公認会計士試験制
度実施のための関係規定及び体
制を整備する。

政策目標A・金融庁・改革加速のための総合対応策 Pagel



（ウ）貸出債権取引市場の創

金融庁

・全国銀行協会に検討を要請 ・全国銀行協会に検討を要請

喜Jt石又 （11月22日）。また、関係諸機
関に検討への参加を要請。

（11月22日）。

・全国銀行協会に関係諸機関
による貸出債権市場協議会を
設置し、検討を開始。第1回協
議会開催（12月17 日）。

（エ）証券化機能の拡充

金融庁

・平成14年内に基本的考え方
を整理・公表。

・12月20 日に、預保・RCC にお

いて「保有債権の流動化・証
券化についての基本的な考え
方」を整理の上、公表。

（3）企業再生のための環境整
備
（ア）企業再生に資する支援
環境の整備

金融庁
経済産業省

等
・関係府省に速やかに要請。 ・産業再生・雇用対策戦略本

部において関係府省に要請済
（11月12日）。

・早期事業再生については、
経済産業省主催の早期事業
再生研究会において報告書を
公表（2月13日＜金融庁は研
究会にオブザーバーとして参

（イ）過剰供給問題等への対

応
金融庁

経済産業省
等

・関係府省に速やかに要請。

（ウ）早期事業再生ガイドライ

金融庁
経済産業省

・関係府省に速やかに要請。
ンの策定 ・金融庁として検討に参画。 加。＞）。

イ早期事業再生ガイドライン」

については、報告書の内容を
踏まえたうえで、パブリックコメ

ントの手続きを経て作成を終
え、公表済（2月26日）。
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A ． 産 業 競 争 力

の 強 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

1

二　 重 融 シ ス テ ム 改 革

2．新しい企業再生の枠組み
（1）「特別支援」を介した企業
再生
（ア）貸出債権のオフバランス 金融庁

・的確に対応。

・財政的措置については、R C
C による5 3条買取に係る収支 ・的確に対応。

化推進 状況を見極めながら検討。 ・財政的措置については、R C
Cによる53条買取に係る収支
状況を見極めながら検討。

（イ）時価の参考情報としての

金融庁

・平成14年内に時価について．・預保・RC Cにおいて「金融再
自己査定の活用 の考え方を整理。 生法第53粂買取りに際しての

時価についての考え方」を整
理の上公表（12月20日）。

（ウ）D IPファイナンスへの保

金融庁
中小企業庁

・中小企業庁が法律案を第 イ中小企業信用保除法の－
証制度 155回臨時国会に提出。 部改正法」が成立（11月15

日）、施行（12月16日）。

（2）R C Cの一層の活用と企
業再生
（ア）企業再生機能の強化

金融庁

・R C Cの企業再生機能の強化
等を公表（11月22日）。

・中小企業再生支援協議会の
設置、23拠点に「企業再生課」
設置、12月4日までに企業再
生関連部署の増員等の強化
策を公表済（11月22日）。

・預保・RC Cにおいてr保有債
権の流動化・証券化について
の基本的な考え方」を整理の
上公表（12月20日）。

（イ）企業再生ファンド等との
連携強化

金融庁

・R C C保有債権の回収・売却
の促進について、14年内に基
本的考え方を整理・公表。
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・金融庁は、．平成15年度か
ら、株式公開前の資金調達
円滑化のため、適格機関投
資家の範囲の拡大等を行う
ことにより、私募市場を活
性化する。

・平成14年12月16日の金融審議会第一
部会報告「証券市場の改革促進」を踏
まえ、企業による事業資金調達の円滑
化の観点から、適格機関投資家の範囲
の拡大、エクイティ関連商品に係る適
格機関投資家私募（プロ私募）の適用
等の私募制度の見直しを行うこととし
ている。

平成15年3月未まで
に、証券取引法施行
令等について所要の
改正を行い、15年4
月1日施行予定。
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●　　　　　　　　　　　●

（直接金融市場の整備） 金融庁 各証券取引所等に対し、四半期開示に 各証券取引所等においては、
・金融庁は、四半期開示に 向けた取組みの進め方等を明らかにす 上場企業等に対し、
向けた取組みを強化すると る行動計画の策定を、14年6月下旬に ①15年4月以降に開始する事業
の観点から、取引所等に対
し、その進め方等を明らか
にする行動計画の策定を、
6月中に要請する。

要請。 年度から 「四半期業績の概
況」の開示を義務付けるとと
もに、
②16年4月以降に開始する事業
年度を目標に．r四半期財務 ・
業績情報」の開示を義務付け
る
ことを内容とする 「四半期財
務情報の開示に関するアク
ション・プログラム」を14年7
月までに公表済。

四半期開示に向けた取り組み
にかかるスケジュールを明示
したことにより、四半期開示
の必要性及び緊急性について
の認識が浸透。

・金融庁は、株式投資単位 金融庁 各証券取引所等においては、投資単位 上場会社等に投資単位の引下 投資単位の引下げは着 各証券取引所等にお
の引下げについて取引所等 の高い会社に対し投資単位の引下げを げを継続的に要請した結果、 実に進展しているもの いては、引き続き投
を通じ企業側に一層の推進 継続的に要請している。 投資単位が50万円未満である の、未だ投資単位が 資単位の高い会社に
努力を求める。 会社の割合は増加しており、

投資単位の引下げは着実に進
展しているふ

く参考）全上場会社等に占める
投資単位が50万円以下の会社

の割合の推移
13年3月未　　 67．9％
14年3月末　　 76．6％
14年12月末　 86．2％

100万円超の会社が約
3％日05社）ある。

対し投資単位の引下
げを要請していくと
ともに、3月決算会
社以外の投資単位の
高く投資単位の引下
げに消極的な会社に
対しても、順次、投
資単位の引下げの勧
告を実施し、勧告を
行ったにもかかわら
ず、次の事業年度末
までに勧告に沿った
対応が行われなかっ
た場合には、その旨
を公表する予定。
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・金融庁は、．平成14年度、
取引所を通じ証券市場の退
出基準を厳格化する。

金融庁 14年10月1日、東京証券取引所におい
て、
（D債務超過基準に係る上場廃止基準の
厳格化、
②時価総額に係る上場廃止基準の新設
等の規則改正を実施。
また、15年1月1日までに、他の証券取
引所等においても同様の規則改正を実
施。

（東京証券取引所における規則改正の
概要）
（D債務超過基準の厳格化（現行の「連
結・単体双方で3年連続債務超過」を
「連結で2年連続債務超過」に短

縮」）
一部企業：連結で債務超過に陥った

時点で二部に指定替えを行い、更に1
年債務超過が継続した場合に上場廃
止。
二部企業：連結で2年連続債務超過

となった場合に上場廃止。
②時価総額に係る上場廃止基準の新設

一部企業：直近1ケ月の平均時価総
額又は月末の時価総額が20億円未満と
なり、かつ9ケ月以内に20億円を回復
しない場合に二部に指定替えを行う。
二部企業：直近1ケ月の平均時価総

額又は月末の時価総額が10億円未満と
なり、かつ9ケ月以内に10億円を回復
しない場合に上場廃止。等

改正後の新基準の適用に当
たっては一定の経過措置（時価
総額に係る上場廃止基準につ
いては15年4月から適用され、
最短で16年1月に上場廃止とな
る）を講じていることから、
新基準に抵触し上場廃止等と
なった企業は現れていない
が、現段階において上場廃止
基準等に抵触する可能性のあ
る企業の中には、M＆Aや増資等
を実施する企業も出てきてい
るなど、新基準の導入により
企業の早期経営改善・構造改
革を促す効果が出始めてい
る。
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A ．産 業競争 力

の強 化

関係

府 省等
対応 状 況 主 な成 果 課題

これ か らの

取 り組 み

ハ ．規制改 革

・金融庁は、平成15年度か 金融庁 ・平成14年12月16日の金融審議会第－ 平成15年3月未まで
ら、株式公開前の資金調達 部会報告 「証券市場の改革促進」を踏 に、証券取引法施行
円滑化のため、適格機関投 まえ、企業による事業資金調達の円滑 令等について所要の
資家の範囲の拡大等を行う 化の観点から、適格機関投資家の範囲 改正を行い、15年4
ことにより、私募市場を活
性化する。

の拡大、エクイティ関連商品に係る適
格橡開投資家私募 （プロ私募）の適用
等の私募制度の見直しを行うこととし
ている。

月1日施行予定。

二 ．金 融 システ ム改 革

（31経営力戦略
（企業・産業の再編、経営

のあり方）
・金融庁は、今後の我が国
金融システムをより強固な
ものとするため、主として
地域金融機関を念頭におい
て、合併等を促進する施策
を早急に取りまとめ、これ
により、収益性の改善等に
よる経営基盤の一層の強化
及び中小企業金融の円滑化
を図る。

金融庁 主として地域金融機関による自主的な
組織再編を円滑化するため、合併等の
手続の簡素化、合併等による自己資本
比率の低下を回復させるための資本増
強等の施策を講じることとし、金融機
関等の組織再編成の促進に関する特別
措置法案を第155回臨時国会に提出。
同法案は14年12月成立、15年1月1日施
行済。
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A ． 産 業 競 争 力

の 強 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

二 ！ 金 融 シス テ ム 改 革

①ディスクロージャーの充 金融庁

J

E D r N E T による書類 E D I N E T システム称
実 ・強化、投資家利便向上 提出及び情報公開は、有価動当初における提出会社数
を図るため、インターネッ 証券報告書 ・半期報告書等 は、平成 13年 6 月未で約
卜等による電子開示 （E D を対象として平成13年6月 1 500社であったものの、平成
I N E T ）システムを一層 日より開始されたが、有価 15年1月未では約 2，400社に
充実させることとしてお 証券届出書 ・発行登録書 ・増加したほか、E D I N E
リ、そのための法令改正を 公開買付届出書等の開示書 T により提出された開示書
平成14年6月1日までに行 類についても、平成14年 6 類の閲覧サイ トへのアクセ
う。 月1 日よりE D J N E T に

よる開示手続の対象とする
ため、平成14年 5 月22 日、
関係政令 ・内閣府令及びガ
イ ドライン等の制定又は改
正を行った。

また、実務面でも、E D
l N E T システムの開発 ・
整備を行った。

ス件数も平成14年 7 月には
60，000件を超えるなど、一
定の成果が表れている。

（銀行等株式保有制限及び 金融庁 法律に基づき、機構の定款 機構は平成14年1月30日に設
株式取得機構） において、機構の解散事由 立され、銀行等からの株式
①機構の存続期間は、設立 として、①設立後10年まで 買取りを開始。平成18年9月
後10年までとし、貫取期間 とする、（診罠取株式を全て 未まで買取りを行い、その
経過後買取株式を全額売却 処分した場合とする旨を規 ・後、機構の存続期間内に買
した際には解散する。 定。 取株式の売却を行うことと

した。
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我が国の国際競争力を強化
し、経済を活性化していくた
めに、知的財産戦略会議が
取りまとめる知的財産戦略
大綱に基づき、平成17年度
までに、関係府省は、迅速か
つ的確な特許審査や司法制
度のあり方、知的財産の創
造・流通・活用の促進、知的
財産権侵害品に対する国境
措置の強化等の課題につい
て、集中的・計画的に取り組
む。

産 寺別措置法の
施行に伴い、技術に関する研
究活動を活性化し、その成果
を事業活動において効率的に
活用することを推進するため、
研究委託契約又は試作契約
から得られる特許等を受ける
権利について、国が全て継承
することとしていたものを、譲り
受けないことができるよう訓令
改正を行い、平成14年4月1
日に施行。
なお、防衛庁の所有する特

許権等は、科学技術振興事業
団に登録することにより、同事
業団のインターネット及び「新
技術情報」誌に広く一般的に
紹介されており、知的財産の
活用の推進に取り組んでい
る。

現在のところ産業活力再生
特別措置法を適用すべき事例
は出てきていない。

引き続き、防衛庁の所有す
る特許権等を科学技術振興事
業団に登録することにより、同
事業団のインターネット及び
「新技術情報」誌を通じて、知
的財産の活用の推進に取り組
む。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
（2）技術力戦略
（産業力強化のためのI T

化推進）
総務省及び関係府省は、平
成17年度までに世界最高
水準の高度情報通信ネット
ワークを形成し、安全性・
信頼性を確保する。

防衛庁 以下の施策について平成1
5年度予算を計上。
①防衛庁・自衛隊を通じた
情報化を実現するため、全
自衛隊に統一的なネット
ワークである防衛情報通信
基盤（Dll：Defense
lnformation

lnfrastructure）を構築する
とともに、自衛隊で使用す
るコンピュータ・システム
相互間の情報の共有化を可
能とするコンピュータ・シ
ステム共通運用基盤
（COE：Common Operating

Environment）を構築する。
（予算額3，512，427千円）

②自衛隊の円滑な任務遂行
を可能とするために必要な
情報通信システムの情報セ
キュリティを確保するた
め、サイバー攻撃の対処手
法等の研究、情報通信シス
テムの常時監視・システム
監査等を行うために必要な
機材の整備、情報セキュリ
ティの専門家の養成等を行
う。（予算額158，431千円）

防衛庁では、従来から、情報
セキュリティを確保するため、
各種の研究、機材の整備、人
材の育成等に取り組んで来た
ところ。また、平成14年度未
からはDIIの運用を開始する。

これまでの取り組みの結果、我が国の情報セキュリティ対策
は着実な進展を見せているものの、今後、社会の一層の情報
化・ネットワーク化の進展が見込まれる中で、安全で信頼でき
る情報通信ネットワークの構築は社会全体の安全を確保する
上で必須の課題であることから、更に取り組みを強化していく
ことが必要である。
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（4）産業発掘戦略 警察庁 ・自動車保有関係手続のワン ・関係行政機関や行政機関以 ①第156回国会会期末　 ②
総務省、関係府省は、情報 ストップサービス推進省庁連 外の手続主体が多数に及ぶこ平成15年末 －
開示の推進等を含め電子政 絡会議において、これまでの と、申請件数が膨大と見込ま ・平成15年度を目途として、地
府・電子自治体を推進し、原 検討結果を中間的に取りまと れること等、他の行政手続に 方公共団体の財政事情等に
則すべての国民との問の手 めたグランドデザイン（試栗）を は見られない特徴を踏まえた 配意した上で、特定地域を選
続きの電子化を平成15年度 作成した（平成14年8 月）。 十分な検討が必要である。 定し、システムの実用化に係
中に実施する。また、関係府 ・ワンストップサービスシステ る試験運用を行う。
省は、lTS 、G IS の本格的普 ムの基本設計及び詳細設計を ③それ以降　　　　　　 ・
及、医療や防災等の公共分
野における汀化加速、電子
商取引等を推進するととも

に、電子入札を積極的に進
める。

行った（平成15年3 月）。 概ね平成17年を目標に手続の
電子化による本システムの稼
動開始を目指す。

・全国主要道路のV IC S データ ・インターネットやカーナビゲー ・情報提供の高度化のために ・16年度を目途に、カーナビ
（電子地図上で表示可能な渋 ション装置等を活用した交通 は、データ収集機器の増設や ゲーションシステム等で必要と
滞データ等）をオンライン・リア 情報ビジネスへの新規参入者 精度の向上が不可欠てある。 なる交通規制情報のデータ
ルタイムで事業者に送信する

システムを構築し、ITを活用し
た道路交通情報ビジネスを支
援した。

が大幅に増加した。 ベース化を図る。（15年度当初
内示額83．45 1千円）

・17年度を目途に車載機との
双方向通信等を行う光ビーコ
ンを都市部の主要道路等を概
ねカバーできるように整備する
とともに、その機能高度化等を
推進する。（15年度当初内示
額17，500，000千円の内数）
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
（2）技術力戦略
総務省及び関係府省は、平
成17年度までに世界最高水
準の高度情報通信ネット
ワークを形成し、安全性・信
頼性を確保する。

警察庁 ・警察で検知したサイバー攻撃の状況
を分析し、平成14年度第2四半期及び
第3四半期で統計化し、r我が国にお
けるインターネット治安情勢の分析に
ついてJと題して公表した。（平成14年
11月、平成15年2月）
・警察庁におけるサイバーテロ対策の
対応体制を定めるとともに、地方機関
及び各都道府県警察におけるサイ
バーテロ対策の強化を指示した。（平
成14年12月）
・新型のコンピュータ・ワームが出現し
た事案において、情報収集及び被害
状況の把握に努めたほか、原因と
なったコンピュータ・ワームを入手し動
作を解析し、その結果を国民に対して
広報し、地方機関及び各都道府県警
察に対して重要インフラ事業者等に情
報提供するよう指示した。（平成15年1
月）
・警察において集約された情報セキュ
リティに関する情報を国民にいち早く
提供することにより、ハイテク犯罪の
未然防止及び被害拡大の防止並びに
利用者の情報セキュリティ意識の向
上を図ることを目的とした警察庁セ
キュリティポータルサイトを開設した。
（平成15年3月）
・要員の訓練によるサイバーフォース
の緊急対処能力の向上及び重要イン
フラ事業者等との連携強化を随時
行った。

・インターネットにまん延する
サイバー攻撃の状況を公表す
ることにより、国民のセキュリ
ティ意識の向上を図り、情報通
信ネットワークの安全性・信頼
性の確保に貢献した。
・国民に対する迅速かつ積極
的な情報提供等により、新型
のコンピュータ・ワーム事案に
おける被害拡大の防止に努
め、情報通信ネットワークの安
全性・信頼性の確保に貢献し
た。

・サイバーフォースの緊急対処
能力の更なる向上
・国民のセキュリティ意識向上
のための更なる情報提供
・重要インフラ事業者等との更
なる連携強化

・要員の訓練等を行い、サイバーフォースの
緊急対処能力を強化する。
・平成14年度第4四半期の「我が国におけ
るインターネット治安情勢の分析について」
の公表し、警察庁セキュリティポータルサイ
ト上に掲載することなどにより、国民のセ
キュリティ意識の向上を図る。

・重要インフラ事業者等を訪問し、セキュリ
ティ情報の提供によりセキュリティ意識の向
上を図るなど、連携を強化する。
②
・要員の訓練等を行い、サイバーフォースの
緊急対処能力を強化する。
・平成15年度第1四半期及び第2四半期の
「我が国におけるインターネット治安情勢の
分析について」の公表し、警察庁セキュリ
ティポータルサイト上に掲鼓することなどに
より、国民のセキュリティ意識の向上を図
る。
・重要インフラ事業者等を訪問し、セキュリ
ティ情報の提供によりセキュリティ意識の向
上を図るなど、連携を強化する。
③
・継続的な訓練による要員の能力の向上や
装備資機材の充実等により、サイバー
フォースの緊急対処能力の強化に努める。
・平成15年度第亭四半期以降も引き続き
「我が国におけるインターネット治安情勢の
分析について」を公表し、警察庁セキュリ
ティポータルサイト及び重要インフラ事業者
等への訪問により、セキュリティ情報の随時
提供し、国民のセキュリティ意識の向上及び
重要インフラ事業者等との連携強化を更に
推進する。

政策目標A・警察庁・基本方針2002（経済活性化戦略） Pagel


